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第７次高浜市総合計画審議会（第１回） 会議録 

日 時 令和３年３月１５日（月）午後７時～８時 

場 所 いきいき広場 いきいきホール 傍聴人数 ０名 

出席者 

委 員 

中川幾郎、水野輝久、前川勉、宮田克弥、杉浦秀敏、神谷章一、 

酒井幸代、坂本直敏、杉本ゆかり、中川健二、新美純子、畠孝二郎、 

横山英樹、神谷坂敏                （１４名出席） 

行 政 

市長  吉岡初浩 

（１名出席） 

事務局 

企画部長 深谷直弘 

総合政策グループ   リーダー 榊原雅彦 

   同       副主幹  山本久美 

   同       主 査  田中 愛 

   同       主 任  小林春奈 

   同       主 任  多武利康 

同       主 任  京極昌彦 

   同       主 事  中村 稔 

   同       主 事  嶋本花凜 

      （９名出席） 

次 第 

１ 市長あいさつ 

２ 辞令交付 

３ 自己紹介 

４ 議事 

１）会長・副会長の選出について 

２）諮問 

３）審議会の運営について 

５ その他 

資 料 

資料１  ：高浜市総合計画審議会委員名簿 

資料２  ：高浜市総合計画審議会条例 

資料３  ：第７次高浜市総合計画策定基本方針（案） 

資料４  ：第７次高浜市総合計画策定スケジュール（案） 

資料５  ：高浜市総合計画審議会 会議及び会議録の公開について（案） 

参考資料１：第６次高浜市総合計画【概要版】 

参考資料２：施行動向調査 
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２．辞令交付 

辞令交付につきましては、自席にご用意させていただきましたのでご確認いただき、辞令交付

に代えさせていただきたいと思います。 

 

３．委員紹介 

委員の皆様方から簡単に自己紹介をお願いいたします。 

（各委員より自己紹介） 

事務局は、名簿に記載のとおりのメンバーでございますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

４．議題 

１）会長・副会長の選出について 

行 政： 本来ですと、審議会の会長が議事取り回しを行うこととなっておりますが、

初めての会となりますので、会長が決まるまでの間、市長が議事進行をさせて

いただきますので、ご了承ください。 

市 長： それでは、議題１「審議会の会長・副会長の選出」に入らせていただく。高

浜市総合計画審議会条例第４条の規定により、これから会長・副会長の選出を

お願いしたい。どなたか立候補または推薦される方はあるか。 

委 員： 会長には、第６次総合計画の策定時から関わっていただいている中川幾郎先

生を、また、副会長には、まち協サミット等で力を発揮しておられます、宮田

克弥さんにお願いしたい。 

市 長： ただいま、会長に中川幾郎先生、副会長に宮田克弥さんというお声があった

が、いかがか。 

 （異議なしの声） 

市 長： 「ご異議なし」とのお声をいただいたので、会長を中川幾郎先生、副会長を

宮田克弥さんにお願いしたい。 

 

２）諮問 

市 長： それでは、会長が決まったので、会長へ諮問させていただく。 

（市長より諮問文を読み上げ、会長へ手渡す） 

それでは以後の取り回しを、会長にお願いしたい。 

  

１．市長あいさつ １．市長あいさつ 

お忙しい中、また、コロナ禍という心配な状況ではある中、総合計画審議会にご参集いただき

ありがとうございます。コロナ禍の影響で本来の計画よりも１年延びることなってしまった。そ

の時々の社会情勢などを予測して総合計画を作るのは不可能だが、皆様が「こんな高浜市にして

いきたい」という思いを計画に盛り込んで、１０年間の指針となるような高浜市民の計画として、

皆様の声を聞きながら審議していただきたい。 
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３）専門部会の設置について 

会 長： この審議会では必ず一人１回は発言していただくことを徹底し、１つの発言

は３分以内としたい。 

発言している最中に割って入ることがないようまた、否定形ではなく、肯定

形で発言いただきたい。 

それでは、資料について事務局より説明をお願いしたい。 

行 政： （資料３・４・５を説明） 

会 長： ただいま説明があったが、ご質問があればお願いしたい。 

委 員： 以前配られた資料にはイメージ図が描かれていたが、今回配られた資料を見 

るとそういったものがなくイメージし辛い。 

行 政： 地域計画を策定する際に、地域計画と総合計画の関係性を示すものとして以

前お渡ししたことはある。今回そのようなイメージ図を載せていないのでわか

り辛いところはあるかもしれないが、見た目で分かりやすいものをどこかでお

示しできればと思う。 

委 員： 基本計画が前期・後期と５年ずつで別れると思うが、最初はどのような形で 

作っていくのか。審議会では基本構想について考えていくのか。 

行 政： １０年の基本構想に加えて基本計画の最初の５年について作っていただく。 

第６次総合計画の際も、基本構想に加えて基本計画の前期３年について審議い

ただいている。 

 

会 長： それでは、「審議会の運営について」は、大筋ご理解いただいたかと思うが、 

皆様方から一言ずつコメントをお願いしたい。 

委 員： 人と人がつながることが大事だと思っている。人と人がつながることがクロ

ーズアップしていければ良い。 

委 員： 小さなまちでも、このまちが好きになれるようなまちづくりが少しでもでき 

たら、また、市民目線でいいなと思ったことを取り入れていければと思う。 

委 員： 誰もが高浜市のことを我が事のように思える町になったらいいなと思って 

いる。それが実現したら、取りこぼしのない、誰もが暮らせる良いまちになる

のではないか。 

委 員： 高浜市のことが誇りに思える、自慢ができる、そんなまちにすることで、高 

浜に住む子どもたちがその大人たちの姿をみて、もっと好きになってくれるよ

うな、１０年の計画が作れたら良い。 

委 員： 高浜市の人口は伸びているということは、高浜市に転入している人がいると 

いうこと。なぜ高浜市に来たのかということを、第７次総合計画で示すことが

できれば、良い計画になるのではないか。 

委 員： 町内会の加入率が減少している。南海トラフ地震が起こる可能性が非常に高 

いので、町内会に入って地域の輪が広がることが大切ということを、地域に訴

えていきたい。 

委 員： 地域の問題を解決するというのは SDGｓの取り組みに反映しているところ 

がある。そういった視点からも計画の策定を進めていきたい。 
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委 員： 老若男女問わず幸せに暮らせるような今後になると良いと思うので、そうい 

う意味では大事な１０年。 

委 員： 町内会だけでなく団体組織の構成人数自体が減ってきている。個人の考え方 

も変わってきている。自分のやりたいことやるということが今の考え方なのか

もしれない。そのようなところが解決できれば。 

委 員： 高浜市をもっと発展するためにはどうしたらいいのか。高浜市をいかに魅力 

的にするのかが将来的に大きな目標ではないか。 

委 員： 誰が見ても一目でわかるような計画、計画の視える化というような部分を大 

事にしていきたい。 

委 員： １０年先がどうなっているのかわからない。計画の前半５年と後半５年では 

極端に変わると思う。この地域を取り巻く産業界や人口も大きく変わるだろ

う。外国人のこともそう。そういったところを考えていかないといけない。 

委 員： ３年先でも先がみえないのに、１０年先を見据えた計画ができるのか、とい 

う思いはある。１０年という長い期間を固定するのではなく、何かあったらそ

の都度修正をかけていける総合計画を考えている。 

 

会 長： 初回の会議ですので、地方自治の専門家という立場から少しお時間をいただ 

き、皆様のお役に立てるようなお話をさせていただきたい。 

行政は限界にきている。地方公務員の定足数はピーク時から比べて７７～７ 

８％まで落ちている。人数を減らしたことによって、行財政改革を乗り切った

が、その分パワーが落ちている。財政状況も決して伸びているとはいえない。 

今の地方自治体は、国・財政危機・行政危機の三方向から挟み撃ちにあって 

いる。このような状況からどのように高浜市を守っていくのか、これを真剣に

議論していかないといけない。 

この１０年でいくつかの自治体は財政再建団体に転落するだろう。その中で

も高浜市は健全に頑張っているが、「まだ大丈夫だろう」とみなさんが思い込ん

でいるのは怖い。調子に乗ってピークに達しているときこそ危機だというこ

と。気を緩めることなく、次世代のために真剣な議論をするべきである。 

何でもかんでも役所に文句を言えばなんとかなるという幻想は捨てていく 

という前提で、議論を進めていく。地方自治は住民自治と団体自治の両方で成

り立っているが、まち協こそが住民自治。住民自治が頑張れば頑張るほど、団

体自治にかかる負荷・ストレス・コストは低く済む。 

委員のみなさんが団体組織の人数が減ってきている、役員の後継者がいない

と言っていたが、それこそが危機である。これを何とかしないといけないとう

のがこの計画の大きな使命の１つ。 

第７次総合計画は行政計画ではなく、高浜市全体の住民自治を含めての計 

画。住民自治・団体自治・行政と近隣社会が協働する、この３層を整理してい

く必要がある。 

役所の責任、住民の責任を分ける。それぞれが達成する目標をしっかりと定 

める。５か年であれば１年ごとに目標を達成できるような数値を出す。達成不

可能な数値があるのであれば、審議会から担当部局に諮問をかけるようにす

る。 
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大変厳しい勤務評定を迫るつもりでいる。それは行政にも迫るし、住民にも 

迫る。 

 

５．その他 

会 長： 以上、本日の議題は全て終了したが、その他事務局から何かあればお願いし

たい。 

行 政： まず１点目。参考資料２「施策動向調査について」は、第６次総合計画でや 

ってきたことを確認し、第７次総合計画を作っていくための基礎資料となる。

これから検討する材料となり、次の審議会にて使用したいと考えているので、

本日事前にお渡しするものです。 

２点目は、第２回審議会の日程について。次回開催は４月２６日（月）午後 

７時。またあらためて、事務局から通知する。 

３点目は、本日の議事録につきましては、まとまり次第、委員のみなさまへ 

お送りして確認いただき、書面で了解を得たうえで公開することとしてよろし

いか。 

（意見なし） 

ありがとうございます。 

会 長： 長時間にわたるご審議、ありがとうございました。これをもって、第１回高

浜市総合計画審議会を終了する。 

 


